
お申し込み ・ お問い合わせは吉田真次事務所まで

高雄市「紅毛港保安堂」安倍元首相銅像前にて高雄市「紅毛港保安堂」安倍元首相銅像前にて

令
和
５
年
４
月
23
日
に
、
多
く
の
皆
様
の

お
か
げ
で
衆
議
院
議
員
に
当
選
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

当
選
か
ら
１
年
が
経
過
し
、
安
倍
晋
三
先

生
と
関
わ
り
の
あ
っ
た
様
々
な
方
の
ご
指

導
を
頂
き
な
が
ら
、
自
民
党
内
で
の
各
種

部
会
や
議
員
連
盟
、
勉
強
会
等
へ
の
参
加

を
重
ね
、
研
鑽
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
度
は
２
月
の
予
算
委
員
会
分
科
会
で

の
質
問
の
概
要
を
中
心
に
、
国
政
報
告
書

を
作
成
い
た
し
ま
し
た
。

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
動
画
も
ご
覧
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
併
せ
て
ご
高

覧
賜
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。

引
き
続
き
、
皆
様
と
お
約
束
し
た
「
美
し
く

誇
り
あ
る
国
」
の
実
現
に
向
け
て
、
そ
し
て

安
倍
晋
三
先
生
の
ご
遺
志
を
実
現
し
て
い

く
た
め
に
も
、
国
家
国
民
の
為
に
全
力
を

尽
く
し
て
ま
い
り
ま
す
。

今
後
と
も
皆
様
の
ご
指
導
を
賜
り
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

拉致問題はあらゆる手段を講じて、政府認定の如何を問わず、全て
の拉致被害者の帰国を実現していかなければならない。
現在、拉致問題について政府が行っている取り組みは。

　　　情報の収集及び分析、拉致問題に関する中学生サミットの開催

や全国で開催する国民の集いなどの理解促進と併せて、拉致被害

者給付金等の給付や生活相談など帰国拉致被害者等の支援を行っ

ている。令和6年度予算案は対前年度比約1500万円増額し、総額約

17億8400万円を計上。北朝鮮衛星テレビのモニタリング強化や人工

衛星画像の活用による分析体制の強化、中学生サミットの成果を活

用して作成した広告動画によるＳＮＳ等での若年層啓発を含む拉致

問題への理解促進等に取り組むこととしている。

私の地元の安倍元総理も、金正恩総書記とは条件をつけずに向き合
う、と解決に向けての決意を述べておられた。北朝鮮に対して、我が
国は交渉の余地があるということを示しつつ、同時に、制裁を含め
てあらゆる面での圧力をかけていくということが大切であるが、政
府が考えている具体的な圧力とは何か。

もしこの現状の取り組みでの効果がなければ、それを強めていく、
あるいは別の方法を考えるということも必要になってくると思う。
御答弁にあった現在の圧力が、どのような効果を及ぼしていると認
識しているか。

家族会と救う会は、親の世代の家族が存命のうちに全ての拉致被害
者の一括帰国が実現するなら、我が国が人道支援を行うこと、我が
国がかけている独自の制裁
を解除するということに反
対しないという表明を、苦渋
の決断ながら出された。この
方針も含めて、今後、拉致問
題に政府としてどのように
向き合っていくのか。



日朝首脳会談の可能性があるのではないかと言われる中で、仮に
それが実現するならば、政府だけではなく、家族会や救う会をは
じめ、拉致問題に取り組んでおられる民間の方々にもぜひ一緒に
行っていただくべきだと考えるが、どうか。　　　
　　　　

　　　現時点で、今後の対応について答弁申し上げることは差し控えさ

せていただきたい。

沖縄県の尖閣諸島周辺の日本のEEZ(排他的経済水域)内で中国のブ
イが発見された(昨年の7月と本年1月末)。それぞれの経緯と、どう
いう対応をしたのか。

当該ブイにより漁業や船舶の航行に支障が出ていると認識しているか。

中国のものと分かっているのであれば撤去を要請し、それに応じ
ない場合、我が国で撤去するという措置が当然ではないか。我が
国の対応もお人好しが過ぎると思う。およそ7ヶ月間放置され、現
在もそのままの状態になっている。何らかの意図があることは明
白であるこのブイを、なぜ撤去しないのか。

フィリピンは昨年9月に、ハーグの仲裁裁判所の判決を確認し、漁
民の権利を侵害しているということで、領海内にある中国のブイ
を撤去したという報道があった。フィリピンと我が国の対応はな
ぜこのように違うのか。

一般的に、関係国の大統領や首相の選挙が行われる際には、その
結果によって外交方針が大きく変わる可能性がある。そうした際
に、我が国の外交として、選挙情勢も踏まえた情報分析をしっか
り行って、あらゆる状況にも対応できるような取り組みを行って
いく必要があるが、本年11月に行われるアメリカ大統領選挙につ
いて、現在どのような取り組みをしているか。
　　　　

　　　ウクライナ、中東をはじめ、国際社会は大きな局面を迎えており、

基本的価値を共有する我が国の唯一の同盟国である米国との連携は

不可欠である。 大統領選挙の結果にかかわらず、引き続き、あらゆるレ

ベルで緊密な意思疎通を図り、日米関係の一層の強化に取り組んでい

く考えです。

水産業を取り巻く環境は厳しく、担い手の不足、あるいは高齢化
が進んでいる。我が国の水産業の就業者をめぐる動向についての
認識は。
　　　　

　　　漁業就業者については令和４年で12.3万人、平均年齢が56.3歳、

また、新規就業者数については、近年、約1700人程度で推移していると

いう状況。今後、若い世代を中心に、将来にわたって我が国の漁業を支

える人材の就業を促していくことが重要。

　　　水産物の消費増進、漁業体験による

交流促進等を図り、漁業地域の所得と雇用

機会の確保を図るという取り組みを通じて、

漁村の持続的な発展を目指している。ま

た、漁港漁場整備法を改正し、事業者に対

して、漁港施設の長期貸付けや漁港水面

施設運営権など、安定的に事業を実施でき

る権利等を付与した。漁港管理者が漁業者

などとの調整を図りながら、海業を推進する

計画を策定する仕組みも盛り込んだ。

　　　海藻が着生しやすいブロック等を設置

するハード対策、食害生物の駆除、母藻の

設置などソフト対策を支援している。また、

漁業者が主体となって藻場保全を計画、実

行できるよう、磯焼け対策の手法、取組事

例をまとめたガイドラインを作成したり、磯

焼け対策全国協議会を毎年開催し、情報や

知見の共有を図っている。


